
群馬県障害者情報化支援センター運営事業 

における業務委託企画提案要領 

 本要領は、「群馬県障害者情報化支援センター運営事業」の契約の相手方となる事業者の選

定にあたり、公募型プロポーザルの実施方法等、必要な事項を定めるものである。 

 

１ 業務の名称 

  群馬県障害者情報化支援センター運営事業 

 

２ 業務の趣旨・目的 

  障害者のＩＴ機器（パソコン、スマートフォン等）利用を総合的に支援することで、障

害者の情報収集やコミュニケーションの幅を広げ、自立と社会参加を促進することを目的

とする。 

 

３ 業務の内容 

  別添仕様書のとおり 

 

４ 費用の上限額 

   6,054,000円（消費税及び地方消費税を含む）を上限とする。 

・応募に要する経費は事業者の負担とする。 

 

５ 既存備品 

  利用者用 PC６台 

センター事務作業用パソコン１台 

  らくらくマウス１台 

 

6 契約期間 

   契約締結の日から令和７年３月３１日まで 

 

 



7 応募資格 

  次の条件を全て満たしていること 

  ・群馬県内に本社、支社、営業所又はこれらに類する事業拠点を有する法人であること 

  ・委託業務に関するノウハウを有し、かつ当該委託業務を円滑に遂行するために必要な

経営基盤を有していること 

  ・地方自治法施行令（昭和２２年政令第６号）第１６７条の４の規定に該当していない 

   こと 

  ・破産宣告を受け復権していない者ではないこと 

  ・銀行取引停止処分を受けている者ではないこと 

  ・会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て、又は民事

再生法（平成１１年法律２２５号）に基づく再生手続の申立てがなされている者では

ないこと 

  ・群馬県の指名停止処分を受け、その期間が終了していない者でないこと 

  ・暴力団、暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと 

 

8 スケジュール 

（１） 企画提案募集           

   令和６年２月１５日（木）～３月７日（木） 

（２） 参加申込期限 

令和６月２月２９日（木） 午後５時（必着） 

（３）質問受付 

    令和６年２月１５日（木）～２月２９日（木） 

    ※詳細は、下記 10のとおり 

（４）応募期限 

    令和６年３月７日（木） 午後５時（必着） 

    ※詳細は、下記 11のとおり 

（５）審査会 

   令和６年３月８日（金）以降 

※詳細は、下記 12のとおり 

（６）事業者決定 

  令和６年３月中旬 

 

9 参加申込 

  本公募への参加を希望する事業者は参加申込書（様式１）をメールにて提出すること。 

（１）提出期限 

   令和６年２月２９日（木） 午後５時（必着） 



（２）提出先 

   Email:shougai@pref.gunma.lg.jp 

      群馬県健康福祉部障害政策課社会参加推進係 

   ※Email件名を「【参加申込】応募事業者名/群馬県障害者情報化支援センター運営 

事業」としてください。 

   ※Eメールにより質問を提出した後は以下まで必ず連絡願います。 

    （電話）027-226-2634 

 

10 質問受付 

  次のとおり、応募を予定している事業者から、質問を受け付ける。 

（１）受付期間 

   令和６年２月１５日（木）～２月２９日（木）午後５時まで 

（２）質問様式 

   様式２による 

（３）質問方法 

   電子メールによる 

   ※Email:shougai@pref.gunma.lg.jp 

   ※件名を「【質問事項】応募事業者名/群馬県障害者情報化支援センター運営事業」 

    とすること。 

   ※Ｅメールにより質問を提出した後は以下まで必ず連絡願います。 

    （電話）027-226-2634 

（４）提出先 

   群馬県健康福祉部障害政策課社会参加推進係 

（５）その他 

   質問に対する回答は、令和６年２月２９日（木）までに参加申込書の提出があった事

業者全てに対し、電子メールにて回答します。 

 

11 応募方法 

（１）提出書類（①～③は５部ずつ、④は１部を提出） 

① 応募申込書（様式３） 

② 企画提案書（様式４） 

③ 見積書 

④ その他添付資料 

・法人の登記事項証明書（３ヶ月以内に発行された、「現在全部事項証明書」又は「履

歴事項全部証明書」のいずれか。コピー可） 

・決算書（直近のもの１期分（半期決算の場合は２期分）） 

・誓約書（様式５） 



・その他の資料（法人の概要、過去の実績等がわかるパンフレット等） 

（２）提出方法・提出期限 

  ① 提出方法：持参又は郵送（郵送の場合は書留郵便に限る） 

         ※持参の場合は、土日祝日を除く午前８時３０分から午後５時まで 

  ② 提出期限：令和６年３月７日（木） 午後５時（必着） 

（３）提出先 

   〒371-8570 群馬県前橋市大手町 1-1-1 

群馬県健康福祉部障害政策課社会参加推進係 （電話）027-226-2634 

（４）応募書類の取扱い 

・提出された応募書類は返却しない。 

・提出された応募書類は、審査の必要上、複製を作成することがある。 

（５）その他注意事項 

・応募書類の作成・提出に要する経費は応募者の負担とする。 

・提案者が提出書類に虚偽の記載をした場合は、当該企画提案を無効にする。 

・提出後に辞退する場合は、速やかにご連絡をいただくとともに、その旨書面にて 

提出すること。 

  

12 審査 

（１）受託候補者の選定方法 

参加者の企画提案の審査は、選定審査委員による書面審査を行う。 

なお、企画提案書等の内容が、上記「４ 費用の上限額」を超えた場合は、審査の対象

とはならないものとする。 

（２）選定審査委員による審査 

ア 審査期日（予定）令和６年３月８日（金）以降 

イ 審査方法等 

① 委員による審査は、参加者から提出された企画提案書等の内容に基づき行う。 

② 追加資料の提出は認めない。 

（３）審査基準 

   別添企画提案審査基準表のとおり 

 

13 受託予定者の選定及び契約 

（１）審査基準に沿って審査を行い、最も評価の高い企画提案を行った者を本事業の契約相

手方の候補者とする。なお、優先交渉者との交渉が不調に終わった場合、次点とされた

者と交渉する場合がある。 

（２）契約締結に必要な経費は受託者の負担とする。 

（３）企画提案内容がそのまま契約内容となるものではなく、具体的な契約内容及び委託金

額は、群馬県との交渉で決定する。 



 

14 選定結果の通知 

 企画提案書の提出があった全ての事業者に対し、文書により通知する。 

 

15 その他留意事項 

（１）令和６年度群馬県一般会計予算が議決されなかった場合、その他群馬県の都合により、 

本件プロポーザル手続きについて変更、停止等の措置を行うことがある。 

（２）法人の事業に資金を提供する補助事業・助成事業とは異なるので留意すること。 

（３）本事業は、厚生労働省の「地域生活支援事業」の国庫補助金を受けて実施する事業で

あるため、法令、国、県の会計、財務規定等に従った処理を行うこと 

（４）適正な経理が行われていることを確認するため、中間検査及び完了検査、事業終了後

の事務監査等（国の会計実地検査を含む）を行う場合がある。なお、本事業に関する証拠

書類は事業終了後５年間保存するものとする。 

（５）提出された企画提案については、提案を行った者に無断で他の目的には使用しない。 

（６）審査結果についての異議申し立ては受け付けない。 

 


